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週
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行
（
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に
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る
と
き
は
、
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の
翌
日
）
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件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
八
四

 

 

告
 
 
示
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。） に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

名
 
 
 
称
 
 
 
 
 
 
 
 
所
 
 
 
在
 
 
 
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指
定
年
月
日
 

都
小
児
科
医
院
 
 
 
 
 
 
 
福
島
市
東
中
央
一
丁
目
九
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
二
四
年
五
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
二
一
日
 

有
限
会
社
小
野
寺
薬
局
 
 
 
 
福
島
市
万
世
町
二
―
三
四
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
六
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
四
日
 

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
し
お
か
 
喜
多
方
市
塩
川
町
字
東
栄
町
二
丁
目
二
―
六
 
 
 
同
 
 
 
年
五
 

わ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
社
会
福
祉
課
）

 福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

紺
野
皮
膚
科
整
形
外

科
 変

 
 
更
 
 
前
 

紺
野
整
形
外
科
 

変
 
 
更
 
 
後
 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
称
 

福
島
市
丸
子
字
漆
方
六
―
一
〇
 

所
 
 
在
 
 
地
 

 

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
称
 

 

変
 
 
更
 
 
前
 

変
 
 
更
 
 
後
 

所
 
  在
 
 
地
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（
社
会
福
祉
課
）

 福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
)に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

名
 
 
 
 
称
 
 
 
 
 
 
 
所
 
 
 
在
 
 
 
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
廃
止
年
月
日
 

加
藤
医
院
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南
会
津
郡
南
会
津
町
古
町
字
東
居
平
六
三
 
 
 
 
平
成
二
三
年
一
 

一
月
一
一
日
 

高
橋
医
院
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南
会
津
郡
南
会
津
町
田
島
字
中
町
甲
三
九
〇
五
 
 
平
成
二
四
年
六
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
三
〇
日
 

都
小
児
科
医
院
 
 
 
 
 
 
 
福
島
市
東
中
央
一
丁
目
九
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
五
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
二
〇
日
 

医
療
法
人
三
愛
会
 
池
田
温
泉
 
須
賀
川
市
西
川
字
隠
久
保
一
三
六
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
三
 

病
院
（
歯
科
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
三
一
日
 

有
限
会
社
小
野
寺
薬
局
 
 
 
 
福
島
市
万
世
町
二
―
三
六
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
六

月
三
日
 

中
医
漢
方
薬
局
芍
薬
堂
 
 
 
 
伊
達
市
中
志
和
田
三
九
―
二
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
七
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
月
一
日
 

石
岡
薬
局
 
 
 
 
 
 
 
 
 
白
河
市
本
町
四
五
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
 
年
六

月
三
〇
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
)に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

名
 
 
 
 
称
 
 
 
 
 
 
 
所
 
 
 
在
 
 
 
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
休
止
年
月
日
 

今
村
医
院
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南
相
馬
市
小
高
区
仲
町
一
丁
目
七
一
 
 
 
 
 
 
平
成
二
三
年
三
 

月
一
三
日
 

（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。
) に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
柔
道

整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

                                             
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
  平
 

氏
 
名
 
 
 
 
住
 
 
所
 
 
 
 
 
施
術
所
名
 
 
 
施
術
所
の
所
在
地
 
 
 
指
定
年
月
日
 

原
 
宗
光
 
 
 
東
白
川
郡
塙
町
大
字
 
か
ら
だ
整
復
、
 
東
白
川
郡
塙
町
大
字
塙
 
平
成
二
四
年
四
 

塙
字
大
町
二
丁
目
二
 
原
接
骨
院
 
 
 
字
大
町
二
丁
目
二
六
―
 
月
一
日
 

六
―
七
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の

二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保

護
法
の
規
定
を
含
む
。
) に
よ
り
、
次
の
施
術
者
か
ら
当
該
施
術
者
の
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
所
在

地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
社
会
福
祉
課
）

 福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号
 

 
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の

二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保

護
法
の
規
定
を
含
む
。
) に
よ
り
、
次
の
指
定
を
受
け
た
施
術
者
か
ら
当
該
施
術
者
の
事
業
を
廃
止
し

ふ
く
し
ま
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 

福
島
市
鳥
谷
野
字
中

ノ
内
三
二
―
一
 

福
島
市
方
木
田
字

前
川
原
一
一
―
一
 

石
井
 
昭
一
 

  

 

氏
 
名
 

 

南
相
馬
市
小
高
区

吉
名
字
宮
廻
五
 

住
 
 
 
所
 

石
井
接
骨
院
 

名
 
称
 

南
相
馬
市
小
高
区

吉
名
字
宮
廻
四
―

一
 変

 
更
 
前
 

南
相
馬
市
原
町
区

大
町
二
丁
目
一
〇

六
 変

 
更
 
後
 

所
 
 
 
在
 
 
 
地
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た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

                                             
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
  平
 

氏
 
名
 
 
 
 
住
 
 
所
 
 
 
 
 
施
術
所
名
 
 
 
施
術
所
の
所
在
地
 
 
 
廃
止
年
月
日
 

原
 
武
光
 
 
 
東
白
川
郡
塙
町
大
字
 
原
接
骨
院
 
 
 
東
白
川
郡
塙
町
大
字
塙
 
平
成
二
四
年
三
 

塙
字
大
町
二
―
二
六
 
 
 
 
 
 
 
 
字
大
町
二
―
二
六
―
七
 
月
三
〇
日
 
 
 

―
七
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
社
会
福
祉
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
号
 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
が
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
と
な
っ
た
こ
と
の
発
見
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
畜
 
産
 
課
）

 福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号
 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
 

郡
山
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
 

二
 
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
 

公
衆
の
保
健
 

三
 
解
除
の
理
由
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め
 

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び

郡
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
森
林
保
全
課
）
 

 福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号
 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
１
 
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
 

南
会
津
郡
南
会
津
町
下
山
字
道
木
一
、
四
、
五
、
七
、
九
、
一
三
、
一
五
、
字
保
ヶ
倉
一
、
字

二
タ
又
一
、
三
、
四
一
、
檜
枝
岐
村
字
駒
ケ
岳
一
二
七
七
の
一
〇
九
、
一
二
七
七
の
一
八
三
、
一

二
七
七
の
一
八
五
、
一
二
七
七
の
一
八
六
、
一
二
七
七
の
二
二
一
か
ら
一
二
七
七
の
二
三
一
ま
で
 

２
 
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
 

水
源
の
涵
養
 

３
 
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
 

（一）
 
立
木
の
伐
採
の
方
法
 

（１）
 
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
 

字
駒
ケ
岳
一
二
七
七
の
一
〇
九
、
一
二
七
七
の
一
八
三
、
一
二
七
七
の
一
八
五
、
一
二
七

七
の
一
八
六
、
一
二
七
七
の
二
二
一
か
ら
一
二
七
七
の
二
三
一
ま
で
 

（２）
 
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。
 

（３）
 
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
 

（４）
 
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（二）
 
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

二
１
 
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
 

南
会
津
郡
南
会
津
町
下
山
字
宮
ノ
沢
一
か
ら
一
九
ま
で
、
鴇
巣
字
猿
子
沢
三
五
八
〇
の
一
、
三

五
八
〇
の
四
、
三
五
八
〇
の
八
か
ら
三
五
八
〇
の
一
〇
ま
で
、
字
高
平
三
の
一
、
六
の
一
、
三
八

二
三
 

２
 
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
 

土
砂
の
流
出
の
防
備
 

３
 
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
 

（一）
 
立
木
の
伐
採
の
方
法
 

（１）
 
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
 

字
猿
子
沢
三
五
八
〇
の
八
・
三
五
八
〇
の
一
〇
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
 

（２）
 
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。
 

（３）
 
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
 

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
 

（４）
 
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

ヨ
ー
ネ

病
 

ヨ
ー
ネ

病
 

病

名
 

め
ん
羊
 

め
ん
羊
 

畜
 種
 

疑
似
患
畜
 

疑
似
患
畜
 

患
畜
及
び
疑
似

患
畜
の
区
分
 

一
頭
 

二
頭
 

発
見
頭
数
 

南
会
津
郡
 

福
島
市
 

発
見
の
場
所
 

平
成
二
四
年

八
月
七
日
 

平
成
二
四
年

八
月
七
日
 

発
見
年
月
日
 

再
検
査
 

再
検
査
 

摘

要
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（二）
 
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

三
１
 
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
 

南
会
津
郡
南
会
津
町
鴇
巣
字
瀬
戸
沢
三
七
六
五
の
一
、
三
七
六
五
の
二
 

２
 
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備
 

３
 
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
 

（一）
 
立
木
の
伐
採
の
方
法
 

（１）
 
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
 

（２）
 
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
 

（３）
 
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（二）
 
立
木
の
伐
採
の
限
度
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
 

（
森
林
保
全
課
）
 

 

公
 
 
告
 

 公
告
第
二
百
四
十
一
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
八
月
六
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
ふ
く
し
ま
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

中
島
 
靖
治
 

國
井
 
輝
夫
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
福
島
市
五
老
内
町
六
番
四
号
 

五
  定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
民
に
対
し
て
、
他
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
地
域
社
会
活
動
団
体
等
と

連
携
し
て
、
成
年
後
見
制
度
の
普
及
及
び
啓
発
、
成
年
後
見
人
候
補
者
等
の
推
薦
、
受
任
活
動
及
び

相
互
支
援
、
成
年
後
見
に
係
る
事
例
検
討
及
び
課
題
研
究
並
び
に
成
年
後
見
、
相
続
等
の
利
用
に
係
 

る
相
談
及
び
支
援
を
通
し
た
成
年
後
見
制
度
等
権
利
擁
護
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
高
齢
者
・
障
害

者
等
の
誰
も
が
共
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
二
百
四
十
二
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
八
月
九
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
う
つ
く
し
ま
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

佐
久
間
 
仁
一
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
郡
山
市
小
原
田
二
丁
目
十
九
の
十
九
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
心
豊
か
な
地
域
社
会
を
市
民
の
力
で
創
造
し
て
ゆ
く
た
め
、
特
定
非
営
利
活
動
法

人
（
以
下
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
」
と
い
う
。
）
、
市
民
活
動
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
活
動
を
促
進

す
る
支
援
活
動
、
併
せ
て
市
民
自
ら
が
考
え
行
動
し
て
ゆ
く
活
力
あ
る
地
域
社
会
づ
く
り
の
た
め
の

支
援
活
動
な
ど
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
二
百
四
十
三
号
 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
さ
が
お
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

西
 
み
よ
子
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
南
相
馬
市
鹿
島
区
鹿
島
字
上
沼
田
百
二
十
番
地
の
一
 

五
  定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
及
び
高
齢
者
に
対
し
て
、
社
会
復
帰
・
社
会
参
加
に
関
す
る
事
業
、
及

び
介
護
保
険
の
理
念
に
基
づ
き
、
要
介
護
、
要
支
援
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
可
能
な
限
り
そ
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の
居
宅
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
援
助
す
る
こ
と
、障
が
い
者
が
、

人
間
ら
し
く
生
き
る
権
利
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
文
化
振
興
課
）
 

 公
告
第
二
百
四
十
四
号
 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

九
生
滝
地
区
に
係
る
県
営
農
業
農
村
基
盤
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）
の
工
事

は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
三
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
農
村
計
画
課
）
 

 公
告
第
二
百
四
十
五
号
 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
か
ら

い
わ
き
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称
 

 
１
 
久
之
浜
震
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
 

 
２
 
薄
磯
震
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
 

 
３
 
豊
間
震
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
 

 
４
 
小
浜
震
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
 

 
５
 
岩
間
震
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
 

二
 
縦
覧
に
供
す
る
図
書
 

 
 
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し
 

三
 
縦
覧
場
所
 

 
 
福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査

課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
都
市
計
画
課
）
 

 

福
島
県
教
育
委
員
会
 

 福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号
 

次
の
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
百

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
八
月
五
日
付
け
で
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
の
で
、
福
島
県

文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
福
島
県
指
定
史
跡
の
指
定
は
、
同
日
付
け
で
解
除
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
教
育
委
員
会
 

（
文
化
財
課
）

 福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号
 

次
の
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
二

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七
日
付
け
で
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た

の
で
、
福
島
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
、
当
該
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
（
考
古
資
料
の
部
）
の
指
定
は
、
同
日
付
け
で
解
除
さ
れ

た
も
の
と
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
教
育
委
員
会
 

（
文
化
財
課
）

 福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号
 

次
の
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
二

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
付
け
で
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
の
で
、

福
島
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
福
島
県
指
定
重
要
文
化
財
（
建
造
物
の
部
）
の
指
定
は
、
同
日
付
け
で
解
除
さ
れ
た
も
の
と

す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日
 

福
島
県
教
育
委
員
会
 

借
宿
廃
寺
跡
 

名
 
称
 

斎
藤
 
良
一
 

所
有
者
 

白
河
市
借
宿
株
木

二
八
番
地
 

所
有
者
の
住
所
 

白
河
市
借
宿
株
木
二
八
番
一
及
び
二
八
番

二
 

所
 
在
 
の
 
場
 
所
 

土
偶
（
福
島

市
飯
坂
町
東

湯
野
上
岡
出

土
）
 

名
 
称
 

一
躯
 

員
数
 

福
島
市
 

所
有
者
 

福
島
市
五
老
内

町
三
番
一
号
 

所
有
者
の
住
所
 

福
島
市
上
町
五
番
一
号
（
福
島
市
資
料
展

示
室
）
 

所
 
在
 
の
 
場
 
所
 

涼
ヶ
岡
八
幡

神
社
本
殿
及

び
拝
殿
・
幣

名
 
称
 

一
棟
 

員
数

八
幡
神

社
 

所
有
者

相
馬
市
坪
田
字

涼
ヶ
岡
五
一
番

地
 

所
有
者
の
住
所

同
上
 

所
 
在
 
の
 
場
 
所
 

く
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

（
文
化
財
課
）
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